
嘉島町上島の蔵園地区が新たに市街化区域に編入されました 

区域区分の変更 

 ○市街化区域 

すでに市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ、計画的に市街化 

を図るべき区域 

○市街化調整区域 

  市街化を抑制する区域 

 

嘉島町が属する熊本都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分（区域区分）

の見直し等を行い、令和８年５月２２日に蔵園地区が新たに市街化区域となりました。 

  

① 蔵園土地区画整理事業の決定（区域面積約９．８ｈａ） 

 計画的な市街地形成を図るため、道路、公園、下水道等の公共施設の整備と併せて、宅

地の利用増進、建築物の整備等を一体的かつ総合的に進める事業です。 

 開発圧力の強い蔵園地区の無秩序な開発を未然に防止し、良好な生活環境の保全と道路

等の都市基盤施設を一体的に整備するため土地区画整理事業を行います。 

 

 

市街化区域編入区域 

国道 445 号を含む約 13ｈａ 

土地区画整理事業区域 

国道 445 号を除く約 9.8ｈａ 



② 用途地域の変更（区域面積約１３．０ｈａ） 

 市街化区域における適正な土地利用を図るため、新たに市街化区域に編入された蔵園地

区においても用途地域を指定します。 

 

 

 

※決定告示（令和 8 年 5 月 22 日）から事業完了までの間、事業予定区域内での建築行為等

には、都市計画法及び土地区画整理法により制限がかかりますので、ご注意ください。 

 

※これらの都市計画決定図書については、嘉島町役場都市計画課都市計画係で縦覧できます。 

 

※図書の計画平面図等は、あくまで現段階での計画であり、道路計画、公園配置等について

は変更になる場合があります。 

【お問い合わせ】                                       

嘉島町役場  

都市計画課 都市計画係 

〒861-3192 

熊本県上益城郡嘉島町大字上島 530番地 

TEL 096-237-2597（直通）  

FAX 096-237-2359    

 

既成市街地との一体性・連動性を勘案し、住居系の用途地域を指定 

第二種低層住居専用地域（約 10.8ｈａ） 

第二種住居地域（約 2.2ｈａ） 


